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e-らぽ～るでは、精神科医療に携わる医療関係者の皆様に役立つ情報を田辺三菱製薬株式会社がお届けしています。 
精神科のトピックス e-らぽ～るトピックスでは、精神科に関するトピックスをお知らせしています。 

「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表 
アルコール健康障害対策基本法に基づき、アルコール健康障害対策推進基本計画の第２期計画（令和3年～7年）の基本的施策として、健

康に配慮した飲酒に関するガイドラインが作成されました。本ガイドラインは、アルコール健康障害の発生を防止するため、国民一人ひとりがアルコールに

関連する問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な注意を払って不適切な飲酒を減らすために活用されることを目的としています。 

本ガイドラインでは、飲酒量（純アルコ
ール量）と健康に配慮した飲酒の仕方
等について紹介されています。飲酒量に
ついては、お酒に含まれる純アルコール量
に着目して、お酒に含まれる純アルコール
量を「純アルコール量（ｇ）＝摂取量
（ ml ） × ア ル コ ー ル 濃 度 （ 度 数
/100）×0.8（アルコールの比重）」で
表すことで、お酒に含まれる純アルコール
量（ｇ）を認識し、自身のアルコール摂
取量を把握することが可能となります。そ
うすることで、疾病発症等のリスクを避け
るための具体的な目標設定を行うなど、
自身の健康管理にも活用することが可能
となります。  

出典：「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表します」（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37908.html）を加工して作成 
出典：「第140回社会保障審議会障害者部会」参考資料２（厚生労働省）（ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html）を加工して作成

 

 

第140回社会保障審議会障害者部会が開催 
第140回の会合では、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容および概要等について紹介されました。 
令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率は全体で＋1.12％（改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果等があり、それを合わ

せれば改定率＋1.5％を上回る水準）としています。 
基本的な考え方として、精神障害者の地域生活の包括的な支援では、精神保健福祉法改正に伴い、精神障害者等が地域社会の一員として

安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、就労等の社会参加、地域の助け合い、教育・普及啓発が包括的
に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を一層推進する観点から、入院から退院後の地域生活まで医療と福祉等による
切れ目のない支援が行えるよう、 医療と障害福祉サービス等との連携を一層進めるための仕組みに対して評価を行うこととしています。 

出典：「第140回社会保障審議会障害者部会」資料1－2（厚生労働省）（ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html）を加工して作成 


